
         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ R2.4.7～R2.9.30 の間に発注、納品、支払した接触感

染や飛沫感染の拡大防止に係る経費に補助金を支給しま

す。 
 

◇ 補助金額 

 

 

 

 
  ※〔税抜き〕が補助金額以上であること  

◇対象となる方 

兵庫県内に事業所を置く中小法人及び個人事業主の

方が対象（NPO 法人も含む）。            

※主たる事務所が県外にあっても、県内の事業所は対象。 

※国や地方自治体、または本県が実施する同種の事業で、                       

同一経費での重複申請は不可。 

※政治団体、宗教上の組織・団体は対象外。 

◇ 申請締切 令和2年９月３０日(水)(当日消印有効） 
   
※申請額が予算枠の上限に達し次第終了します 

問合先 兵庫県中小企業事業再開支援金事務局 

☎078-361-1500 

 

 

 

 

 

 

 

 
国の持続化給付金の申請がまだの方必見!! 9/3～9/9 まで 

加東市商工会が「持続化給付金」の申請サポート会場になります。 

開催期間：令和２年９月３日（木）～令和２年９月 9 日（水）※土日も開催します。 

開催時間：９：00～１７：００（最終受付１６：００）※最終日のみ１５：００まで（最終受付１４：００） 

開催会場：加東市商工会館 ２階 大会議室（兵庫県加東市社７１７-１） 

※電子申請の方法がわからない方、できない方が対象です。 

※家賃支援給付金のサポートはありません。ご了承ください。 

※事前の予約が必要になります。 

予約問合せ→9/2 まで（0795-42-0253）※平日のみ 9/3 以降（080-4466-4319）      

兵庫県中小企業事業再開支援事業 9/30 まで（予算なくなり次第終了） 

 

 

 

 

 

就職面接・相談会 in 加東市を今年も開催予定です。 

開催日時：10 月 30 日（金）・31 日（土）13：30～15：30（受付 13：00） 

会  場：加東市役所 2F 201 会議室 

参加対象：令和 3 年 3 月大学・短大・専門学校等新規卒業予定及び卒業 3 年以内の方/転職希望者/パートタイマー希望者 

参加企業：20 社予定（製造業・サービス業・レジャー産業など） 

～加東市で就職を考えている方必見！～就職面接・相談会 in 加東市 

お問合せ：地域支援課 谷川まで ℡.0795-42-0253 

 

区分 中小法人 個人事業主 

県内に１事業所の場合 20 万円 10 万円 

県内に２事業所以上の場合 40 万円 20 万円 
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ものづくり補助金とは？ 
 

中小企業・小規模事業者等が革新的サービス

開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行う

ための設備投資等を支援する補助金です。 

この度、「グローバル展開型」が新設。海外事

業(海外拠点での活動を含む)の拡大・強化等を

目的とし 

た設備投資等に３，０００万円まで補助され

ます。 

 
 
応募締切：令和２年１１月２６日（木）   

１７時（４次締切） 

 

申請は、電子申請システムでのみです。 

（ｇBizID プライムアカウントの登録が必要。 

アカウント取得には約 2 週間かかります。） 

 

詳しくは『ものづくり補助金総合サイト』を

ご確認ください。 

 

http://portal.monodukuri-hojo.jp/ 
 

まずは、お気軽に加東市商工会に相談くださ

い。℡０７９５-４２-０２５３ 

小規模事業者が経営計画を作成し、その計画に沿った販路開拓の取組み等の経費の一部を補助。 

【一般型】※第 1 回、第 2 回は終了 

原則補助上限 50 万円（補助率２/３） 

第３回受付締切：２０２０年１０月 ２日（金）［締切日当日消印有効］ 

第４回受付締切：２０２１年 ２月 ５日（金）［締切日当日消印有効］ 

 

【コロナ特別対応型】※第 1 回、第 2 回、第 3 回は終了 

新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えるために、 

・A サプライチェーンの毀損への対応 ・B 非対面型ビジネスモデルへの転換 

・C テレワーク環境の整備 

に取り組む小規模事業者等を補助します。 

原則補助上限 100 万円（補助率 A：２/３・ B、C：３/４） 

第４回受付締切：２０２０年１０月  ２日（金）［郵送：必着］ 

 

【事業再開枠】※事業再開枠のみの申請不可。 

感染防止対策の取組において、補助対象となる経費が対象となります。 

今回の一般型、コロナ特別対応型のいずれかを申請される事業者のみ申請可能です。 

補助上限 50 万円（定額で小規模事業者持続化補助金と同額） 

 

 販路開拓にご活用を！～小規模事業者持続化補助金～ 

 

ものづくり補助金 グローバル展開型 新設 

 

申請には時間がかかりますので

事前に商工会へ相談ください。 

℡.0795-42-0253 

 


